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３ 全事業の概要 

（１）法人運営事業 

幅広い市民・関係団体等との協働により、地域のニーズに合った事業を展開するため、

事務局運営の充実を図るとともに、会員会費や寄付金の増強など、自主財源の確保に努

めます。 

１）役員会等の開催                          

①役員会（理事会、評議員会）、部会（啓発・組織強化部会、地域支援部会、生活支援

部会、ボランティア活動推進部会）を開催し、市民や諸団体の意見を反映した地域

福祉活動の推進を図ります。 

②関係機関、団体などとの連絡調整を行います。 

２）地域福祉活動計画の策定 【重点事業】            

   ①地域福祉活動計画の策定に向けて、学識経験者と部会員で構成する推進評価委員会

を設置し、現計画の実施状況の把握と評価を行います。 

②令和９年度からを計画期間とする「地域福祉活動計画Ⅷ」の策定に向けて、推進評

価委員会による計画の実績評価を踏まえ、策定委員会、作業委員会による検討をは

じめ、各部会での確認や市民・関係団体等からの意見聴取を行うなど、住民主体の

計画策定に取組みます。 

３）組織強化事業 【重点事業】                  

①安定的な運営基盤と市民・関係団体等との協働による地域福祉の推進を図るため、

広報紙「社協だより」、機関誌「ゆりかご」、ホームページやＳＮＳ等を通して、

みたか社協の意義や役割をより分かりやすく市民に伝えられるよう積極的に周

知し、ボランティア活動に参加する市民の拡充と減少傾向にある会員・寄付の増

強を図ります。 

４）啓発・普及宣伝事業 【重点事業】               

    ①福祉バザー開催（11月 29日予定） 

    ②ボランティア団体交流事業 

③広報紙「社協だより」（音声コード付） 年４回発行（全戸配布）  

④機関誌「ゆりかご」「ゆりかご mini」（機関誌概要版） 年１回発行（会員への 

事業報告及び周知用） 

⑤ホームページや SNS（Facebook・X・LINE公式アカウント）による情報提供と広 

報活動（随時更新） 

⑥事務局（元気創造プラザ）、ボランティアセンター（上連雀分庁舎）、立寄りサロ 

ンなどにおける資料配布、情報提供等 

⑦各種行事・イベントなどの開催時や関係機関での資料配布、情報提供等 
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５）寄付金の活用 【重点事業】 

   ①本会あての寄付金や市内の店舗にご協力いただき設置している募金箱への寄付金

を一般寄付として受け入れ、本会が行う事業の財源に活用することにより地域福祉

活動の充実に努めます。 

   ②オンライン寄付など、より手軽に多くの方が寄付できる方法を導入するとともに、

みたか地域通貨（みたポ）の活用について引き続き検討を行います。 

   ③寄付の募集にあたっては、多くの方が共感できるような内容を掲載するなど周知内 

容と方法を工夫し、寄付の増額を図ります。 

④市民の皆さまからの遺贈金を原資とした「未来のみたか福祉基金」を地域福祉の推 

進に寄与する事業の財源として活用します。 

６）基金等の運用 

①福祉基金・ボランティア基金・未来のみたか福祉基金・退職引当資産は、低金利に 

より運用が厳しい状況にありますが、効果的・効率的な運用に努め、その利息収入 

を事業運営の充実のために活用します。 

７）事務局運営の充実                        

①三鷹中央防災公園・元気創造プラザの３階に入る本会事務局本部、上連雀分庁舎に 

入るみたかボランティアセンターと併せて、市民の皆さまに親しみやすい事務局運 

営を目指します。 

②職員研修の充実とＩＴ活用による事務の効率改善を進めます。 

 

（２）地域福祉関係 

１）ほのぼのネット事業 

①日常生活でお困りの高齢の方や障がいのある方をはじめ、すべての市民が住み慣れ 

た地域で安心して快適に暮らせるよう、同じ地域に住む住民が「ほのぼのネット員」 

となって「班」で活動する“支えあいのまちづくり”を目指します。 

②各コミュニティ・センターや地区公会堂で、高齢者向けのお茶会や子育てサロン等 

を開催し、地域のつながりづくりや見守り活動の推進に取り組みます。 

③見守り防災グッズ「安心くん」の配布件数を増やし、ほのぼのネット員による見守 

りを強化します。 

２）献血推進関係 

①献血推進協議会を中心に、三鷹市赤十字奉仕団、地域団体、事業所、町会・自治会 

などの協力を得て、赤十字血液センターとの連携により献血推進運動を推進します。 

・市民などに対する献血協力要請、普及宣伝活動 

・「みたか市民愛の献血デー」を設け、街頭における献血ＰＲと献血活動 
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  ３）地域福祉ファシリテーター養成事業 

   ①地域福祉活動の担い手を育成するため、三鷹市及びルーテル学院大学、武蔵野市、

小金井市、調布市と各市社協との共催により、地域福祉ファシリテーター養成講座

を開催します。 

②地域福祉ファシリテーターへの情報提供などを行い、活動の実践をサポートします。 

４）フードバンク活動への支援 

①食を通じた住民相互の助け合い活動である「フードバンクみたか」の活動を支援 

し、地域共生社会の推進に取り組みます。 

５）児童福祉関係 

①家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業 

妊婦または０～６歳までの未就学児のいる家庭に、子育て経験のある研修を受け

た地域のボランティアが訪問し、子育ての不安や悩みを聞いたり、一緒に家事や育

児をするなど、寄り添いながら支援を行う「ホームスタート事業」の運営体制を拡

充します。 

②子育てサロン等の開催 

妊婦や乳幼児のいる家庭に対し、産前産後の身体の不調軽減や心身のリラックス、

育児相談、交流等を目的に三鷹市助産師会と共催で次の事業を行います。 

・助産師と一緒に赤ちゃんと遊びましょう 

・子育てサロンの地域開催（赤ちゃんとママの会開催）事業 

・マタニティ・ヨーガ教室、産後ヨーガ教室 

・妊婦さんと助産師の交流会 

・もうすぐママ・パパになる方、赤ちゃんがいる方のためのオペラ miniコン 

サート 

③子育て支援団体情報交換会 

市内で活動している子育て支援団体同士の情報交換等を目的として開催します。 

④ヤングケアラーに対する取り組み 

関係機関と連携し、ヤングケアラー当事者及びその周囲の人たちがヤングケア

ラーについての理解を促進するための取り組みを検討・実施します。 

６）高齢者福祉関係 

高齢者の誰もが、住み慣れた地域の中で、いきいきと安心して生活できるよう、 

関係機関、関係団体などの協力を得て次の事業を行います。 

①高齢者福祉センター（元気創造プラザ３階福祉センター内） 

市から高齢者福祉センターの管理運営事業を受託し、運営や行事の企画等を行い

ます。 

②敬老のつどい 

77歳以上の市民を対象にした「敬老のつどい」を市との共催で開催します（２日
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間にわたり延べ６回開催予定）。 

③介護予防事業 

高齢者福祉センターで、60歳以上の市民を対象に体操などの講座を開催し、健康

増進を図ります。 

④歩く運動奨励事業 

市内在住・在勤の 55歳以上の方を対象に、｢歩く運動｣を奨励するため、歩数計の

記録を 10万歩ごとに承認し、10万歩、30万歩、50万歩、100万歩、以後 100万歩

ごとに記念品を差上げています。さらに 1,000万歩達成された方を表彰します。 

⑤車椅子貸出し事業 

ケガや病気等で一時的に車椅子が必要となった市民に対し、無料で車椅子を貸し

出します。 

７）家族介護者交流事業 【重点事業】 

   家族の介護をされている方等を対象に、講座や居場所づくりなどの事業を実施し、

介護の情報交換と交流、リフレッシュなどを行うことで、介護者の孤立防止とつな

がりづくりを支援します。 

①介護者談話室の開催 

   在宅で高齢の家族を介護している方同士の交流、情報交換の場として定期的に

「認知症介護者談話室」「男性介護者交流会」を開催します。また、市民向け講座

「中央開催」「家族介護講座」を開催します。 

②介護者ひろば 

介護者サポーターの協力のもと、地域で介護者が定期的に集える場として「介護 

者ひろばけやき苑」「介護者ひろばおれんじ新中」「介護者ひろばピアいのかしら」

「介護者ひろば福祉 Laboどんぐり山」を開催します。 

③介護者の居場所づくり講座 

  介護者支援充実のため「介護者居場所づくり講座」を開催します。また、昨年度

に引き続き「ダブルケアラー・ビジネスケアラー向け交流会」として若い世代が交

流、情報交換できる場を定期的に開催します。 

④介護なんでも相談室 

  月１回、介護者が個別に介護の不安や悩みを相談できる機会として開催します。 

⑤介護者のつどい（一泊旅行）、介護者日帰りリフレッシュ旅行（日帰り旅行） 

  在宅で介護をしている方を対象に介護から離れリフレッシュする機会として年

１回ずつ開催します。 

⑥談話室だよりの発行と広報の充実 

家族介護者向けの広報誌「談話室だより」を年２回発行し、市内公共機関等で配

布します。また、昨年度から開始した家族介護者向け公式 LINEアカウントにて、登
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録者に対し、上記講座やひろば等の情報発信を行います。 

  ８）生きづらさを抱える人への支援 【重点事業】 

ひきこもりや不登校で悩んでいる方を支援するため、関係機関・団体と協働して次

の事業を行います。 

① ひきこもり家族会や不登校保護者の会の活動支援と活動紹介 

② ひきこもり当事者の居場所づくり 

③ 関係機関・団体による「三鷹ひきこもり支援者連絡会」の開催 

④ 「三鷹ひきこもり支援者連絡会」の参加団体と「三鷹ひきこもり・不登校合同相談

会」の開催 

⑤ 不登校に関する活動を行う保護者や団体の情報交換の場「三鷹不登校の子どもと

保護者サポートネットワーク」の開催 

⑥ 「三鷹不登校の子どもと保護者サポートネットワーク」で講演会や相談会の開催 

⑦ LGBTQ（性的マイノリティ）や自殺を考える方などへの支援 

  ９）権利擁護センターみたかの運営 【重点事業】 

①福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業） 

判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方が地域で安心して暮らせるよう福

祉サービス利用手続きのお手伝いや財産の保管、金銭管理などのサービスを提供し

ます。また、判断能力に問題がなくても身体などに障がいがあり、他に適切な支援

方法がない方に対しても、上記のサービスを拡大して提供します。 

②専門相談 

福祉サービスに関するトラブルを始め、遺言・相続、成年後見制度利用など一般

法律相談を含めて行います。 

   ③成年後見制度等利用支援相談 

  成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の意思決定を支援し、権利や財産を

守るため、法律面や生活面において保護や支援をする制度です。 

この制度の詳しい説明や具体的な利用方法等に関して弁護士や司法書士による

相談を行います。 

④成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関としての取り組み 

国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、三鷹市により策定された基本計画

に基づき、中核機関として既存の権利擁護センターの取り組みを基礎に、様々なケ

ースに対応できるように地域の専門職やその他の関係機関との連携を図りながら、

ケースの支援体制の強化、成年後見制度の利用の推進を図ります。 

⑤市民後見人の活用と後見監督 

近隣の自治体７市が合同で開催する後見人等候補者養成講習を受講し、かつ三鷹

市の独自研修を修了した方を「三鷹市市民後見人」として登録します。 
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市民後見人が選任された際には、本会が後見監督人として監督業務を行います。 

⑥法人後見 

成年後見制度が必要な方に組織的に継続して支援していくために社会福祉協議

会が令和２年度より法人として受任し後見活動に取組んでいます。 

⑦後見人等のサポート 

三鷹市内で成年後見制度を活用し、後見人等として業務を行っている方を対象に

後見人等のサポート体制を強化します。 

また、成年後見制度の利用を考えている方へのサポートとして、各種啓発講座等

を開催します。 

⑧地域ネットワークの活用 

成年後見制度の周知をより一層図るため、市民後見人に関する既存の会議や研修

などを有効に活用し、市民後見人登録者等の協力による成年後見制度の普及・啓発

を進めると共に、多くの関係機関と連携し、成年後見制度の利用促進を図ります。 

また、地域包括支援センターとの連携を図るため、「権利擁護連絡会」を開催し

ます。 

   ⑨単身高齢者等の総合相談支援事業 

     単身高齢者等が元気なうちから将来の準備ができるよう、成年後見制度、関係機

関の案内や情報提供を行います。また、弁護士、司法書士による専門相談を実施し

ます。 

⑩あんしんみたか支援事業  

単身で身寄りのない高齢者などとの契約に基づき、見守りや日常生活支援（福祉

サービス利用支援、日常的金銭管理、入院や施設入所時の契約手続き等）を行いま

す。また、保証人がいないことを理由に入院や施設入所を断られることがないよう、

医療機関等へ契約者の医療に関する意思の伝達、支払い手続きの代行等の保証サー

ビスを提供します。契約者が他界した際には火葬・埋葬等を行います。 

  10）生活支援体制整備事業 

①高齢者の社会参加の促進や生きがいづくり、健康寿命の延伸を目的に、生活支援や

介護予防サービスの開発・発掘等のため、全７地区に配置している「生活支援コー

ディネーター」が住民主体による多様な取り組みのコーディネートを行います。 

    11）地域福祉コーディネーターによる共助支援事業 【重点事業】 

①市内の全７地区に各１名の地域福祉コーディネーターを配置し、福祉課題を抱える

方や制度の狭間で苦しんでいる方などに継続的に寄り添い、その課題解決のため地

域にある様々な関係機関・団体と連携を図りながら、住民相互の支え合い（共助）

に取り組めるよう支援します。 

②事業の実施に当たっては、地域の媒体も活用して積極的な広報・周知を行うととも
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に、ＳＮＳ等を活用した相談やコミュニティ・センター等を活用した巡回相談を実

施します。また、支援が必要な市民の情報が得られるよう、ほのぼのネット員との

連携を強化します。 

③相談内容の解決に向けては、市の重層的支援体制推進会議等も活用しながら関係機

関との連携強化を図り、複合的な課題への対応力を高めます。 

④相談等記録システムを活用し、案件ごとに相談経過を蓄積することで、継続的な支

援と円滑な連携、担当業務の標準化と適切な引継ぎを行います。 

   12）地域公益活動ネットワーク 【重点事業】 

三鷹市内の社会福祉法人等による「三鷹市社会福祉法人地域公益活動ネットワーク」

を定期的に開催し、各法人の事業活動等の情報・課題の共有や地域の福祉課題の把握

を図るとともに、ネットワークを活かした連携・協働の取り組みを通じて地域の福祉

課題の解決を目指します。 

①活動の共通テーマとして、フードバンクみたかと連携したフードバンク事業を推進

します。 

②市内を３地区（東部、中部、西部）に分け、地区毎の連携事業を検討・実施します。 

  13）「ちょっとしたお手伝い」が必要な人への支援 

   ①電球の交換やゴミ出しなど、日常のちょっとしたお手伝いが必要な方を支援するた

めのしくみづくりに取り組みます。 

  14）多文化共生社会への取り組み 

   ①やさしい日本語の普及や活用等を通じて、外国籍市民も同じ地域で暮らす住民とし

て共に生きていく多文化共生社会の実現に取り組みます。 

 

（３）ボランティア事業 【重点事業】 

１）ボランティア活動の啓発・推進 

①新たな福祉人材の発掘とボランティア養成のため、各種ボランティア講座、講習会

等を開催します。 

②小・中学生への福祉啓発とボランティア参加の促進のため、学校やコミュニティ・

スクール委員会など関係機関と連携して講座等を開催するとともに、ボランティア

の受け入れ先を開拓します。 

③ボランティアをしたい人とボランティアを必要としている個人や施設等とのマッチ

ングを行います。また、東京都社会福祉協議会のサポートのもと導入する「災害ボ

ランティアセンター運営支援システム〝kintone″」を夏体験ボランティア等のボラ

ンティアのマッチングに活用します。 

④ボランティアに関する調査を行います。 

⑤ボランティア保険の加入申込みを受付けます。 
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⑥ボランティア活動の啓発と活動推進のため、中学生向けに発行・配布している「み

たかボランティア手帳」について、機会をとらえて小学生への配布を行います。ま

た、配布後は、周知のため年に２～３回みたかボランティア手帳通信を発行します。 

⑦電話訪問事業 

概ね 65歳以上の一人暮らしの方を対象にボランティアが毎週電話をかけ孤立感 

の緩和や安否確認を行います。 

２）イベント等の開催 

①関係団体との協働による行事や事業を通じて、より多くの市民が福祉やボランティ

アについて考える機会を提供します。 

②市民への福祉啓発活動の一環として、地域福祉のあり方などを考える機会を提供し、

福祉・ボランティア活動の関心を高めるために、三鷹市ボランティア連絡協議会と

共催で福祉映画会を開催します。 

③登録・協力ボランティアグループの活動発表や啓発のため、ボランティア団体交流

事業を開催します。 

 

（４）災害への備えと対応 【重点事業】 

１）災害ボランティアセンター 

①各地区の防災訓練に参加し、災害ボランティアセンターの役割や機能を周知します。 

②災害が発生した時に災害ボランティアセンターを円滑に設置・運営できるよう、災

害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行います。また、東京都社会福祉協議会

のサポートのもと、災害ボランティアセンター運営支援システム〝kintone″を導入

し、活用を開始します。 

③発災時には市民と協働して災害ボランティアセンターの運営を行えるよう、災害ボ

ランティアセンター運営スタッフ養成講座を開催します。また、フォローアップと

して勉強会を開催し新たな担い手の確保に努めます。 

④姉妹町の福島県矢吹町との防災ネットワークを構築するため、定期的な情報交換を

実施します。 

２）災害時職員行動マニュアル兼事業継続計画（BCP）の定着 

①マニュアルに基づく安否報告訓練や各係における事業継続訓練などを実施し、BCP

の定着を図るとともに、マニュアルの更新を行います。 

 

（５）放課後児童健全育成事業等 【重点事業】 

１）学童保育所の運営 

①指定管理者として、本会が進める地域づくりの事業と連携をしながら市内 35ヶ所

（令和８年４月１日現在）のうち 22ヶ所の学童保育所の効率的かつ安定した運営
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を行います。 

②令和６年度から医療的ケア児、令和７年度からは重度心身障がい児の受け入れと

障がい児入所の学年延長が行われたことから、障がい児等育成支援専門員の配置

や介助員の雇用など、引き続き適切な運営体制を確保します。 

③地域の関係機関・団体等に参加をいただく「学童保育所地域連絡会」を全所で開

催するなど地域との交流を進め、地域とともにある学童保育所を目指します。 

２）三鷹市地域子どもクラブ事業の実施 

  ①井口小学校、中原小学校、第二小学校に加えて、本年度より第七小学校、高山小

学校、東台小学校の地域子どもクラブ事業を受託します。 

②地域子どもクラブ事業の実施にあたっては、学童保育所の運営を受託している強

みを生かし、学童保育所との連携、一体的な運営に努めるとともに、地域との連

携を強化し、子どもたちの放課後の居場所づくりに取り組みます。 

 

（６）助成事業 

市内の社会福祉団体、福祉施設等へ活動費及び運営費の一部を助成します。 

１）ひとり親家庭福祉団体への活動費助成 

２）障がい者福祉団体等への活動費助成 

３）社会福祉団体等への活動費助成  

４）児童福祉団体等への活動費助成 

５）老人福祉団体等（シニアクラブ等）への活動費助成 

６）ボランティア団体等への活動費助成 

７）福祉施設等への運営費助成 

８）シニアクラブ等助成事業 

シニアクラブ（市内 19クラブ）への行事活動費助成を行います。 

９）地域のサロン・サークル活動への活動費助成（高齢、子育て、多世代交流等） 

10）地域福祉団体への活動費助成 

11）社会を明るくする運動の活動費助成 

 

（７）各種福祉資金の貸付 

低所得世帯等に対し、安定した生活を送れるようにすることを目的として、民生・児

童委員及び関係機関、関係団体等との連携と協働により、次の事業を行います。 

１）生活福祉資金の貸付事業 

（国（厚生労働省所管）の制度、東京都社会福祉協議会から受託） 

・福祉資金 

・教育支援資金 

・緊急小口資金 
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・総合支援資金 

・不動産担保型生活資金 

・生活復興支援資金（特例貸付） 

・臨時特例つなぎ資金 

・特例貸付フォローアップ支援事業 

２）社会福祉協議会の貸付事業 

・応急援護資金 

  ３）その他の貸付等関連事業 

・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会から受託） 

・受験生チャレンジ支援貸付事業（三鷹市から受託） 

 

（８）障がい者支援事業 

障害者総合支援法に基づく指定事業所として、次の事業を行います。 

１）居宅介護事業（身体障がい者、精神障がい者へのホームヘルプサービス） 

２）同行援護事業（視覚障がい者へのガイドヘルプサービス） 

３）移動支援事業（障がい者へのガイドヘルプサービス） 

４）視覚障がい者読み書き支援事業（視覚障がい者が日常生活において必要な情報を得

るための代読等を行なう支援員の派遣） 

 

（９）介護保険法に基づく事業 

 介護保険法に基づく事業を実施する事業所として指定を受け、次の事業を行います。

また、事業の継続のため、収益性の改善を目指します。 

１）居宅介護支援事業（ケアマネジャー業務） 

２）訪問介護事業（ヘルパー派遣業務） 

 

（10）公益事業 

ホームヘルパー等養成事業 

    精神障がい者ホームヘルパーとして市内事業所に所属し、業務に携わっていただい

ている方々やこれから携わろうという方々などを対象に、理解を深められるよう基礎

講座を開催します。 

 

（11）歳末たすけあい運動 

三鷹市募金委員会と連携し、自治会・町会などを通じて協力を呼びかけ、集まった

寄付金は地域福祉や高齢者福祉など市民の福祉向上のために役立てます。 

なお、配分については、三鷹市募金委員会に配分推せん委員会を設置し、配分計画書 
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に基づき当該年度の助成金の配分を協議し東京都共同募金会に推せんします。 

 

（12）日本赤十字社三鷹市地区業務 

  １）三鷹市赤十字奉仕団の事務局として地区事務 

  ２）赤十字血液センターの献血事業 

  ３）日本赤十字社が募集する義援金の周知、受付、送金 

  ４）日本赤十字社の防災備品の受け入れ、管理 

 

（13）三鷹市募金委員会事務局 

各種募金（赤十字社会員増強運動、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい運動） 

の周知、受付、送金、災害見舞金品の支給 

 

 

                     社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会 

 

会 長  亀 谷 二 男 

19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99


	c79fc8ef2de93df75d6d4ca67f8828237a5a56b8f14be37933771d4f12e666c0.pdf
	ff1b0274be4e2431872f11224b531c2b06643ec473c3d77003f2ab5d67d1858b.pdf
	ff1b0274be4e2431872f11224b531c2b06643ec473c3d77003f2ab5d67d1858b.pdf

	c79fc8ef2de93df75d6d4ca67f8828237a5a56b8f14be37933771d4f12e666c0.pdf
	c79fc8ef2de93df75d6d4ca67f8828237a5a56b8f14be37933771d4f12e666c0.pdf
	c79fc8ef2de93df75d6d4ca67f8828237a5a56b8f14be37933771d4f12e666c0.pdf
	c79fc8ef2de93df75d6d4ca67f8828237a5a56b8f14be37933771d4f12e666c0.pdf

